
免許状更新講習の受講期間に、合計３０

 時間以上の講習を受講・修了していただ

 くことが必要です。

 
３０時間のうち、「教育の最新事情など

 の必修領域」を１２時間以上、「教科指

 導、生徒指導などの選択領域」を１８時

 間以上、受講・修了する必要があります。

 
免許状更新講習は、大学などを中心に

 全国で開設されています。

 具体的な講習内容については、文部科

 学省ホームページや、開設する大学等の

 ホームページなどで確認することができ

 ます。
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教員免許更新制教員免許更新制
についてについて

Q＆A免許状更新講習について免許状更新講習について免許状更新講習について

◎新免許状と旧免許状の違いは？◎新免許状と旧免許状の違いは？

平成２１年４月１日以降に授与された

 免許状は新免許状といい、新免許状には

 １０年間の有効期間が付されます。

一方、平成２１年３月３１日以前に授

 与された免許状を旧免許状といい、旧免

 許状をお持ちの方を、旧免許状所持者と

 いいます。この方は、平成２１年４月１

 日以降に新たに授与されても旧免許状所

 持者です。

旧免許状所持者の方は、それぞれに修

 了確認期限が割り振られ、免許状更新講

 習を受講・修了して、免許管理者に更新

 講習修了確認申請を行わなければなりま

 せん。

■教員免許更新制に関するご質問・お問い合わせは

文部科学省初等中等教育局教職員課教員免許企画室

 メールアドレス：menkyo@mext.go.jp 
０３（５２５３）４１１１

 

内線３５７２、３５７３

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm

Q１．長期の病気休暇中や介護休業などにより、受講

 できない場合は、どうしたらいいでしょうか？

 A.長期間の病気休暇、産前産後の休業、育児休業、介

 護休業の期間中である場合には、免許管理者への申請に

 より、修了確認期限を延期することができます。また、

 海外の在外教育施設に勤務している場合や大学院で専修

 免許状取得のため勉強中といった理由でも、延期するこ

 とができます。

～平成２１年４月からスタート～～平成２１年４月からスタート～

修了確認期限をご確認願います。修了確認期限をご確認願います。

Q２．養護教諭や栄養教諭も、教諭と同じ講習を受講

 することになるのですか？

 A.必修領域については、受講対象者の区別はありませ

 んが、選択領域については、現在の職に応じて、受講す

 る講習が異なります。例えば、現在、小学校教諭の職に

 ある方の場合、対象職種が「教諭」の講習を受講する必

 要がありますし、あるいは、養護教諭の職にある方の場

 合、対象職種が、「養護教諭」となっている講習を受講

 する必要があります。

※※このリーフレットは各自で大切に保管し、修了確認期限このリーフレットは各自で大切に保管し、修了確認期限

 を忘れないようご注意願います。を忘れないようご注意願います。

教員免許更新制ホームページ

Q３．免許状更新講習の受講が免除されるのは、どの

 ような人ですか？

 A.校長、副校長、教頭など指導的立場にある方は講習

 の受講を免除される可能性があります。受講免除を受け

 るためには、免許管理者に受講免除の認定申請が必要で

 す。

教員免許更新制に関する

検索

1



教員免許更新制の
 おおまかな

 

流れ  

教員免許更新制の教員免許更新制の
 おおまかなおおまかな

 

流れ流れ

各大学等で免許状更新講習を受講します。

 

各大学等で免許状更新講習を受講します。

３０時間以上の講習の課程を修了（課程の一部である

 場合は履修）した場合は、各大学等から修了認定（履修

 認定）され、修了証明書（履修証明書）が発行されます。

 

３０時間以上の講習の課程を修了（課程の一部である

 場合は履修）した場合は、各大学等から修了認定（履修

 認定）され、修了証明書（履修証明書）が発行されます。

平成２１年４月からの教員免許

 更新制の実施により、平成２１年３

 月３１日までに授与された教員免

 許状を持っている先生方は、各自

 の修了確認期限までに３０時間以

 上の免許状更新講習の課程を修

 了し、必要な手続を行うことが必

 要です。

あなたの

 最初の修了確認期限

 平成

 
年

 
月

 
日

あなたの

 免許状更新講習受講期間

 平成

 
年

 
月

 
日～

 平成 年 月 日

免許管理者が更新講習修了確認を行い、更新講習修了

 確認証明書が発行されます。

 

免許管理者が更新講習修了確認を行い、更新講習修了

 確認証明書が発行されます。

あなたの

 申請手続最終日

 平成

 
年１月３１日

あなたの

 次回の修了確認期限

 平成

 
年

 
月

 
日

（表１）

○平成２１年３月３１日までに授与された教諭免許状又は

 養護教諭免許状を持つ方（栄養教諭免許状を持つ方を除

 く）の最初の修了確認期限

《表の見方》
各自の生年月日から、①～⑩の該当する欄の最初の修了

 確認期限、免許状更新講習の受講期間をご確認ください。
例１：昭和４３年１月８日生まれの教諭の方は、③の欄に

 該当するため、最初の修了確認期限は平成２５年３月３１

 日、免許状更新講習の受講期間は平成２３年２月１日から

 平成２５年１月３１日までの間となります。
例２：昭和６０年１月８日生まれの養護教諭の方は、⑩の

 欄に該当するため、最初の修了確認期限は平成３２年３月

 ３１日、免許状更新講習の受講期間は平成３０年２月１日

 から平成３２年１月３１日までの間となります。

（表２）

○平成２１年３月３１日までに授与された栄養教諭

 免許状を持つ方（栄養教諭以外の職にある方も該当

 します。）の最初の修了確認期限

《表の見方》
各自の栄養教諭免許状を授与された日から、①～④の該

 当する欄の最初の修了確認期限、免許状更新講習の受講期

 間をご確認ください。
例１：平成１７年３月２０日に栄養教諭免許状を授与され

 た栄養教諭の方は、①の欄に該当するため、最初の修了確

 認期限は平成２８年３月３１日、免許状更新講習の受講期

 間は平成２６年２月１日から平成２８年１月３１日までの

 間となります。
例２：昭和４８年１月８日生まれの教諭で平成１９年３月

 ２０日に栄養教諭免許状を授与された方は、この表の②の

 欄に該当するため、最初の修了確認期限は平成２９年３月

 ３１日、免許状更新講習の受講期間は平成２７年２月１日

 から平成２９年１月３１日までの間となります。

授与者名

 
（都道府県

 
名）

免許状の種類
教科又は領

 
域

授与年月日

（記入例）
東京都

中学・

 

一種 国語 S55.3.30

最初の修了確認期限の確認（各

 自が必ず表１、表２をご確認くだ

 さい。）

各自が文部科学省や大学の

 ホームページ等を確認して、

 受講したい免許状更新講習

 を選択

各自が各大学等に受講申込み（受講申込書で各学校長

 等から教員であることを証明してもらいます。）

各自が修了証明書（３０時間以上

 の履修証明書のセット）を添付し

 て、勤務する学校が所在する各

 都道府県教育委員会（免許管理

 者）に更新講習修了確認の申請

 をします。

次の修了確認期限（10年後）ま

 で持っているすべての教員免

 許状が有効です。

あなたのお持ちの教員免許状は何ですか？あなたのお持ちの教員免許状は何ですか？

生年月日 最初の修了確認期限 免許状更新講習の受講期間 次回の修了確認期限

①

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日

昭和40年4月2日～昭和41年4月1日
昭和50年4月2日～昭和51年4月1日

平成23年3月31日 平成21年4月1日～平成23年1月31日 平成33年3月31日

②
昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
昭和41年4月2日～昭和42年4月1日

昭和51年4月2日～昭和52年4月1日

平成24年3月31日 平成22年2月1日～平成24年1月31日 平成34年3月31日

③

昭和32年4月2日～昭和33年4月1日

昭和42年4月2日～昭和43年4月1日

昭和52年4月2日～昭和53年4月1日

平成25年3月31日 平成23年2月1日～平成25年1月31日 平成35年3月31日

④

昭和33年4月2日～昭和34年4月1日

昭和43年4月2日～昭和44年4月1日
昭和53年4月2日～昭和54年4月1日

平成26年3月31日 平成24年2月1日～平成26年1月31日 平成36年3月31日

⑤
昭和34年4月2日～昭和35年4月1日
昭和44年4月2日～昭和45年4月1日

昭和54年4月2日～昭和55年4月1日

平成27年3月31日 平成25年2月1日～平成27年1月31日 平成37年3月31日

⑥

昭和35年4月2日～昭和36年4月1日

昭和45年4月2日～昭和46年4月1日

昭和55年4月2日～昭和56年4月1日

平成28年3月31日 平成26年2月1日～平成28年1月31日 平成38年3月31日

⑦

昭和36年4月2日～昭和37年4月1日

昭和46年4月2日～昭和47年4月1日
昭和56年4月2日～昭和57年4月1日

平成29年3月31日 平成27年2月1日～平成29年1月31日 平成39年3月31日

⑧
昭和37年4月2日～昭和38年4月1日
昭和47年4月2日～昭和48年4月1日

昭和57年4月2日～昭和58年4月1日

平成30年3月31日 平成28年2月1日～平成30年1月31日 平成40年3月31日

⑨

昭和38年4月2日～昭和39年4月1日

昭和48年4月2日～昭和49年4月1日

昭和58年4月2日～昭和59年4月1日

平成31年3月31日 平成29年2月1日～平成31年1月31日 平成41年3月31日

⑩

昭和39年4月2日～昭和40年4月1日

昭和49年4月2日～昭和50年4月1日
昭和59年4月2日～

平成32年3月31日 平成30年2月1日～平成32年1月31日 平成42年3月31日

免許状を授与された日
最初の修了確認期

限

免許状更新講習の

受講期間
次回の修了確認期限

①
平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通

免許状を授与された旧免許状所持者
平成28年3月31日

平成26年2月1日～

平成28年1月31日
平成38年3月31日

②

平成18年4月1日から平成19年3月31日ま

でに栄養教諭の普通免許状を授与された
旧免許状所持者

平成29年3月31日
平成27年2月1日～
平成29年1月31日

平成39年3月31日

③

平成19年4月1日から平成20年3月31日ま

でに栄養教諭の普通免許状を授与された

旧免許状所持者

平成30年3月31日
平成28年2月1日～

平成30年1月31日
平成40年3月31日

④

平成20年4月1日から平成21年3月31日ま

でに栄養教諭の普通免許状を授与された
旧免許状所持者

平成31年3月31日
平成29年2月1日～
平成31年1月31日

平成41年3月31日

2


	スライド番号 1
	スライド番号 2



